
最新の統計資料を反映した２３区推計と

清掃一組推計の比較について

取扱注意資料⑧

※資料の記載内容は検討時点のものです。



ごみ処理基本計画策定指針
（平成28年9月 環境省）

長期的なごみ量推計の手法
（平成17年2月 特別区長会確認）

清掃一組が推計の根拠とした資料
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※資料の記載内容は検討時点のものです。
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ごみ処理基本計画策定指針 P.23（平成28年9月 環境省）
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※資料の記載内容は検討時点のものです。
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ごみ処理基本計画策定指針 P.23（平成28年9月 環境省）
※資料の記載内容は検討時点のものです。
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清掃一組が
推計している
ごみ量

ごみ処理基本計画策定指針 P.24（平成28年9月 環境省）

ただし、プラ資源
回収は令和13年度
までに全区で実施
することを前提と
して計上している。

※資料の記載内容は検討時点のものです。
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４ 長期的なごみ量推計の考え方

清掃一組は、各区の取組時期が明確で、減量効果が推計可能な
施策だけをごみ量推計における排出抑制量（目標）に含めている。

長期的なごみ量推計の手法 （平成17年2月 区長会確認）
※資料の記載内容は検討時点のものです。



ごみ量 ＝ ごみ発生量 ー 排出抑制量

「家庭ごみ」

ごみ発生量 ＝ 単身世帯ごみ・資源原単位(ｇ/人・日)×単身世帯人口×年間日数

＋複数人世帯ごみ・資源原単位(ｇ/人・日)×複数人世帯人口×年間日数

＋粗大ごみ量

排出抑制量 ＝ 資源回収量（分別収集計画量＋その他の資源回収量）

「事業系ごみ」

ごみ発生量 ＝ 過去の事業系ごみ発生量と都内総生産の回帰分析

排出抑制量 ＝ 大規模事業所の再利用量＋中・小規模事業所の再利用量

ごみ量推計の手法（概要） 「長期的なごみ量推計の手法」P.6～7

区収集・家庭ごみ
（可燃・不燃・粗大）

区収集・事業系ごみ
（可燃・不燃）

持込み・事業系ごみ

6
※「長期的なごみ量推計の手法」に基づき、ごみ量を直接推計せず、ごみ発生量と排出抑制量の差を求める。
（ごみ量の減った原因が、発生抑制の影響なのか、排出抑制の影響なのか分からなくなってしまうため）

※

※資料の記載内容は検討時点のものです。
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家庭ごみ量の推計／データ更新のポイント

２３区の推計の考え方（区収集ごみ）

平成27～令和５年度の区収集ごみの実績ベースで推計する。

（各区の区収集ごみ量実績を、人口で割り返して算出した区民１人

あたりのごみ量推計値に区別人口推計値を乗じる方法）
※令和２、３年度の新型コロナ禍の影響について、考慮する。

※平成27～令和５年度に新たに開始した資源化施策の効果を年度ごとに反映する。

⚫人口動態：令和6年3月時点の東京都推計を採用（２３区と共通）

⚫原単位 ：令和５年度の調査結果を反映して近似曲線を更新

⚫粗大ごみ：令和５年度実績を反映して近似曲線を更新

⚫プラスチック類の資源化：年度ごとに効果を反映

※資料の記載内容は検討時点のものです。
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事業系ごみ量の推計／データ更新のポイント

２３区の推計の考え方（持込ごみ）

持込ごみ量は経済の成長とともに増加傾向を示し、今回の推計期間の
最終年度である令和30年度にコロナ禍前のごみ量に緩やかに戻る。
※東京都の推計(R3時点)は、R12年度にコロナ禍前のごみ量に戻るとしており、伸び率が急である。

※行動制限緩和後の直近２か年だけでは統計の数値として信頼性に欠ける。

⚫都内総生産 ：令和３年度実績を反映（２３区と共通）

⚫経済成長率 ：令和30年度までの推計値を反映（２３区と共通）

⚫事業系ごみ量：令和５年度実績を反映して経済成長率との相関

を更新（伸び率は２３区と共通）

※資料の記載内容は検討時点のものです。



清掃一組と２３区のごみ量推計結果（比較）
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［単位：万トン］ 清掃一組：

２３区*  ：

＊２３区の推計結果は、清掃主管部長会・清掃リサイクル主管課長会資料より引用

清掃一組推計と23区推計の比較（清掃主管部長会・清掃リサイクル主管課長会資料より引用）
・23区と清掃一組それぞれの推計の差は、R6年度からR30年度までの各年度平均で約6.9万トンである。
・この差が生じている理由は、23区推計では、ステップ２で削減効果を見込むプラスチック資源化の分について、
清掃一組の推計では、既に削減効果を反映しているためであり、それを除外すると推計間に大きな乖離はない。

※資料の記載内容は検討時点のものです。



（参考）清掃一組と２３区のごみ量推計区分の違い
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有料シールの事業系区収集ごみを「事業系ごみ」に含めるか「区収集ごみ」に
含めるかの違いはあるが、概念上はどちらの区分でもごみの総量は変わらない。

ごみの総量

持込ごみ

区収集ごみ
家庭ごみ

事業系ごみ

清掃一組推計 ２３区推計

事業系区収集ごみ 事業系区収集ごみ

清掃主管部長会・清掃リサイクル主管課長会資料を参考に作成

※資料の記載内容は検討時点のものです。



今後の予定

11

今後は２３区のごみ量推計値を基に、施設整備計画や
一廃計画改定原案について議論を行う予定

１０月８日（火）ワーキンググループ
・ 最新の統計資料を反映した２３区推計と清掃一組推計の比較
・ 施設整備期間の考え方

１１月８日（金）ワーキンググループ
１１月１４日（木）改定検討委員会

１２月９日（月）ワーキンググループ
１２月１３日（金）改定検討委員会

※議論の進捗に応じて、上記日程に加えワーキンググループや改定検討委員会を
開催することもあります。

※資料の記載内容は検討時点のものです。
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参考資料

※資料の記載内容は検討時点のものです。



長期的なごみ量予測の位置付け

●廃掃法第６条第２項では、一般廃棄物処理基本計画（一廃計画）の
中で「一般廃棄物の発生量の見込み*及び処理量の見込み」を
定めることとしている。
＊一般廃棄物の発生量の見込み＝長期的なごみ量予測

●長期的なごみ量予測は、市町村が計画的な減量施策を実施し、
ごみの適正な処理を行うための基礎資料となる。

●23区における長期的なごみ量予測は、23区から発生するごみを
全量処理するための「施設整備計画」や「最終処分計画」などの
基礎となる。
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※資料の記載内容は検討時点のものです。
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ごみ処理基本計画策定指針 P.4（平成28年9月 環境省）
※資料の記載内容は検討時点のものです。



15

ごみ処理基本計画策定指針 P.15（平成28年9月 環境省）
※資料の記載内容は検討時点のものです。



ごみ処理基本計画策定指針 P.22（平成28年9月 環境省）

(1) ごみの発生量及び処理量の見込み

(2) ごみの排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分

(4) ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本事項

(5) ごみの処理施設の整備に関する事項

(6) その他ごみの処理に関し必要な事項 16

※資料の記載内容は検討時点のものです。
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ごみ処理基本計画策定指針 P.23（平成28年9月 環境省）
※資料の記載内容は検討時点のものです。
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ごみ処理基本計画策定指針 P.35（平成28年9月 環境省）
※資料の記載内容は検討時点のものです。



19

ごみ処理基本計画策定指針 P.40（平成28年9月 環境省）

（中略）

※資料の記載内容は検討時点のものです。



長期的なごみ量推計の手法 （平成17年2月 区長会確認）
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３ 清掃一組の施設整備計画との整合性

（前略）

※資料の記載内容は検討時点のものです。



長期的なごみ量推計の手法 （平成17年2月 区長会確認）
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３ 清掃一組の施設整備計画との整合性

※資料の記載内容は検討時点のものです。
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ごみ発生量とごみ量の関係

22資源集団回収量

「長期的なごみ量推計の手法」P.7
※資料の記載内容は検討時点のものです。
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「長期的なごみ量推計の手法」P.6

ごみ発生量は、人口動態による変化と一人当たりが発生させる原単位に
よる変動が考えられる。

２３区では、単身世帯と一般世帯※1の発生原単位が大きく異なり、しかも
単身世帯の割合が多い。（※「一般世帯」と「複数人世帯」は同義）

また、排出抑制量は資源回収量であることから、発生量と抑制量は下式に
より求められる。

粗大ごみは、引越や家具・家電
が故障したときなどに突発的に
発生することから、原単位では
把握せずに単独で推計する。

家庭ごみ量の推計
※資料の記載内容は検討時点のものです。
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【～令和27年度まで】

総 人 口 ：東京都総務局統計部人口統計課の将来の区市町村別人口
（参考URL： https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/jinkouyosoku/yj-topindex.htm）

単身世帯人口：東京都総務局統計部人口統計課の区市町村別単独世帯数
（参考URL： https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/syosoku/sy-index.htm ）

複数人世帯人口：総人口 －  単身世帯人口

家庭ごみ／人口動態

【令和28～30年度】

区部総人口 ：「未来の東京」戦略 附属資料 東京の将来人口
（参考URL： https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/jinkou）

注：令和27年度以降の単身世帯人口推計は公表されていないため、単身世帯割合の伸び率を計算。

※資料の記載内容は検討時点のものです。

https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/jinkouyosoku/yj-topindex.htm
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/syosoku/sy-index.htm
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/seisakukikaku/jinkou


事業系ごみ量の推計手法

ごみ発生量は、過去の実績（推計値）と同時期の経済成長率が密接に
関係している。
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「長期的なごみ量推計の手法」P.7

※

※資料の記載内容は検討時点のものです。



事業系ごみ／過去のごみ発生量の推計

【事業系排出抑制量】

大規模事業所 ：大規模建築物再利用計画書等を活用

中・小規模事業所：原単位調査の結果等を活用
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【事業系ごみ量】

持込ごみ ：区別持込ごみ量の実績

事業系区収集ごみ：区収集ごみ量の実績から家庭ごみ量(推計値)を
差し引いて算出（※家庭ごみ量は原単位と人口の実績から推計）

【事業系ごみ発生量】

事業系ごみ発生量 ＝ 事業系ごみ量 ＋ 事業系排出抑制量

※資料の記載内容は検討時点のものです。



事業系ごみ／経済成長率（＝都内総生産）
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予 測：前年度の実質都内総生産×当年度の実質GDP成長率※

※令和15年度まで

「中長期の経済財政に関する試算（令和6年7月）内閣府」によるGDP成長率（ベースラインケース）
（URL：https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/shisan.html）

※令和16年度から

 「国⺠年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し（令和6年7月 ）厚生労働省」による
GDP成長率（中長期試算ベースラインケース接続）
（URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei-kensyo/index.html）

（URL：https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/keizaik/nenpou/kkne-index.htm）

実 績：都⺠経済計算年報 ３(2)経済活動別都内総生産(実質：連鎖方式)

※資料の記載内容は検討時点のものです。

https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/shisan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei-kensyo/index.html
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/keizaik/nenpou/kkne-index.htm
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